
　　　　　　　　 

　 　 　 　 　 　 　 生 活 の き ま り          秩父市立吉田中学校 

 

　吉田中学校生徒の一員としての自覚を持ち、一人一人が 

健康安全で明るく楽しく秩序ある集団生活を送ることがで 

きること、学習や様々な活動を通して自己実現が図れるこ 

とを願い、次の「きまり」を定めます。 

 

１　登下校      
(1)  通学路（学校に提出したコース）を通り、交通規則やマナーを厳守する。

(2) 8:25 までに入室できるように登校する。 

     ※「遅刻」になる場合  ･･･ 8:25 までに教室に入室できないとき。 

　  　　　　　　　　　　　　　 8:25 までに朝会等の集合場所に入場できないとき。 

(3) 欠席等の連絡は「欠席連絡等フォーム」を利用してください。（原則当日の 8:15 まで） 

    8:15 を過ぎた場合は保護者が電話連絡をしてください。 

　　 ※出席停止（感染症）に関わる連絡は必ず電話での連絡をお願いします。 

 ※安全上の観点より、連絡がない場合は、学校から保護者に連絡をとらせていただきます。 

 

２　服装等    
(1)  制服　本校の指定服を着用する。

基本的な制服の組み合わせ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

　○夏期（6/1 ～ 9/30）はブレザーを着用しない（ネクタイ・リボンの着用は任意）。なお、衣替 

　　えの前後１ヶ月（5/1 ～ 6/30、9/1 ～ 10/31）は移行期間として、ブレザー・ネクタイ・リボ 

　　ンの着用を任意とする。 

　○ベストの着用は１年を通して任意とする。 

　○ワイシャツ、ブラウスは白無地とし、長袖または半袖とする。 

(2)  体育着は本校指定のものとする。

(3)  上履きは本校指定のものとする。かかとに記名する。

(4)  カバン、補助バッグは本校指定のものとする。

　　 ※部活用バッグがある場合は、その目的のためにのみ使用できる。 

(5) 靴は体育授業に適した運動靴とする（色、メーカーは問わないが、華美でないもの）。内側に記名する。 

(6) 靴下の色は白、黒、紺、グレーで、くるぶしを覆うことが可能な長さとする。ワンポイント可。 



(7) ベルトは黒または茶とする。　※極端に太いベルトや装飾されたベルトは不可。 

(8)  登下校時の服装については、以下の通りとする。

     ○通　常・・・・・・・・・・・制服またはジャージを着用する。

     ○部活動等がある場合・・・・・体育着またはジャージを着用する。

    ○降雨・降雪の場合・・・・・・長靴、雨具(カッパ・レインコート等)での登校を認める。 

 

(9)  在校時の服装については、以下の通りとする。

    ○通　常・・・・・・・・・・・制服または体育着、ジャージを着用する。 

　　 　　　　　　　　　　　　  　　次の場合は、本校指定の制服を着用する。

 　・朝　会  ～    全校朝会、生徒朝会、学年朝会

　・儀　式  ～    入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式

　・行　事  ～    文化祭、生徒総会、学年行事、定期テストなど

　・その他  ～  特別に指示があった場合  
     ○実技教科、清掃、作業時・・・体育着またはジャージを着用する。

     ○部活動時・・・・・・・・・・各部で指示された服装とする。

 

(10)  防寒着については、以下の通りとする。

 

３　頭髪等 

(1) 頭髪は常に清潔・質素に整え、学習活動に支障のないようにする。なお、原則として頭髪　

　   や眉毛等には手を加えない。 

 　  ・前髪は目にかからない長さにする。 

　   ・後襟を過ぎたらゴムで結わえるか三つ編みにする。 

　   　※ ゴムの色は、黒、紺、茶とする。 

　   　※ 黒のヘアピンは使用可とする。 

(2) 制汗スプレーやボディシート、リップクリームは無着色・無香料のものとする。 

 

４　その他 

学校生活に必要のない物を身につけること、持ってくることは禁止です 

   ・ブレスレット、ミサンガ、ネックレス、ピアス、指輪などの装飾品

   ・スマホ、携帯電話類　　・ゲーム機器、音楽機器類　　・ゲーム用のカード類

  ・コミック、雑誌類　　・アメ、ガム等の飲食物　  ・口紅、マニキュア等の化粧品 

　・その他（危険な物、学校生活に不要な物）

 

　① 登下校時のみ着用してよいもの 
　　　◇スクールコート　　◇Ｐコート　　◇ダッフルコート 
　    　→色は紺、黒、グレー、ベージュとする。 
　　　◇ウィンドブレーカー （フードがないものまたはフードが収納できるもの） 
 
　② 制服、ジャージの下に着用してよいもの 
　　　◇セーター　　◇トレーナー 
　　　　→色は白、黒、紺、こげ茶、グレー、ベージュの無地とする。ワンポイント可。 
 
　③ その他 
　　 ◇ストッキング：色は肌色または黒。 
　 　◇手袋、マフラー：登下校時のみ着用可。 ※危険のないように着用する。 
　 　◇下着やアンダーウェアについては、制服・体育着の裾や袖または襟から出ないように着用する。 
　 　◇スカートとジャージパンツ・ウインドブレーカーパンツの重ね着は不可。 
　 　◇膝掛けの使用は不可。


